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書面調査票記入シート（ガス） 

 

【調査１：情報公開ガイドラインについて】 

（１）所管の公共料金分野について、情報公開ガイドラインに対応した情報公開の現

状はどうなっているか。また、ガイドライン策定以降、情報公開を巡る状況・情

報公開の内容について大きく変更した点は何か。また、変更の要因は何か。（情報

公開ガイドラインを策定されていない場合は、これに準ずるものについての現状、

変更点等、また、今後の策定の予定について、ご説明ください。） 

 

 

○ 「ガス料金情報公開ガイドライン」（以下「情報公開ガイドライン」という。）は、

以下の基本的考え方を踏まえ、平成１３年３月に策定している。 

（１）行政は、料金設定のプロセスを透明化するために、料金算定のルールを予

め明確化し、これを公開することが必要である。 

（２）また、ガス事業者の自主的経営判断が重要になることに伴い、その説明責

任が明確化されることが必要であるが、そのためには、事業者からも十分な

情報が公開されることが必要である。 

 

○ 情報公開ガイドラインにおいては、一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業

の別に、行政及び事業者が公開すべき情報を定めている（別紙１参照）。 

 

○ ガス料金に係る情報公開の現状については、以下のとおりである。 

【行政】 

 情報公開ガイドラインに従い、資源エネルギー庁のガス事業制度ホームページ

において、①法令として公開される情報として、一般ガス事業供給約款料金算

定規則等、②積極的に公開する情報として、一般ガス事業供給約款料金審査要

領、一般ガス事業ガス料金算定要領等、ガス料金の算定に必要な規定、通達等

を公開しているとともに、③料金認可申請書等の料金設定・変更時に事業者か

ら提出された資料については、求めに応じて開示することとしている。 

 また、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会都市ガス事業料金制度分科

会報告（平成１２年１１月）を踏まえ、平成１３年４月に、一般消費者等の関

心が高い料金等の情報をより分かり易く提供することを目的として、当庁及び

各経済産業局のホームページに「ガス料金に関する情報公開ページ」を開設し、

一般ガス事業者の料金改定状況、家庭用ガス料金を比較可能な形にした一覧

表、一般ガス事業者の経営効率化目標とその実施状況を公開している（別紙２

参照）。 

 

資料３ 
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    （参考）総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会都市ガス事業料金制度分科会報告（平
成１２年１１月）（抜粋） 

一般消費者等の関心が高くかつ、民間での実施が進みにくい、以下のような情報を

行政が一般消費者等にホームページ等でわかりやすく提供することとする。 

(1) ガス事業者の料金改定の状況 

(2) 一般ガス事業者の経営効率化努力の実施状況 

(3) 一般ガス事業、簡易ガス事業及びＬＰガス事業の料金等の比較情報 

なお、料金等の比較は、各事業や事業者のコスト構造等の相違から多くの制約があ

ることから比較の公平性に十分留意する必要がある。 

 

【事業者】 

 調査対象事業者（大手一般ガス事業者１０社、以下「事業者」という。）は、

情報公開ガイドラインに従い、各種約款（供給約款、選択約款、託送供給約款）

について店頭掲示を行うとともに、ホームページを活用した公表を行ってい

る。 

 また、ホームページ等における情報公開の内容・質（わかりやすさ）の向上を

求める需要家の要望の高まりに応じて、公開内容・方法の改善（文字の拡大機

能の付加など）を継続的に進めている。 

 

○ なお、情報公開ガイドラインについては、以下のとおり、これまで２回にわたり

改正を行い、情報公開の対象範囲の拡大に努めている。 

・平成１７年９月：平成１６年度にガスの託送供給制度及びガス導管事業が創

設されたことに伴い、①託送供給約款料金に係る各種規定、

②ガス導管事業における公開情報を新たに追加したととも

に、ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基

準を新たに情報公開の対象として追加。 

・平成２４年９月：託送供給約款の変更命令発動基準を見直したことに伴い、

超過利潤計算書、内部留保相当額管理表等を新たに情報公開

の対象として追加。 
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（２）情報公開ガイドラインの中には、 

  ・料金、加入金・負担金等の根拠 

・主要な他事業者との料金格差の要因の説明 

・設備投資計画の妥当性を説明するための情報 

・セグメント別収支（路線別又は路線群別、部門別等） 

・料金、サービスの質等に関する比較対照情報 

  が含まれているか。 

（情報公開ガイドラインを策定していない場合は、これに準ずるものについて、ご説

明ください。） 

 

 

○ 情報公開ガイドラインにおいては、料金の妥当性のチェックに必要な情報を公開

することとしており、 

（１）料金等の根拠に関する情報として、行政が、料金設定、変更時に一般ガス

事業者等から提出された資料等を、求めに応じて、 

（２）セグメント情報として、行政が、一般ガス事業者の部門別収支に関して大

口需要部門に当期純損失が生じた場合に当該一般ガス事業者名及び当該当期

純損失の金額を、また、一般ガス事業者が、託送収支に関して毎事業年度終

了後その計算の結果を、 

公開することとしている。 

 

○ また、以下の情報については、情報公開ガイドラインには明確に記載がないもの

の、行政が情報公開を行い、又は一般ガス事業者において情報公開が行われてい

る。 

（１）設備投資計画の妥当性 

当該計画の基礎となるガスの普及計画、設備計画等について、ガス事業法

第２５条第１項の規定に基づき作成されるガスの供給計画の中で数値等が記

載されている。ガスの普及計画等については、同条第３項の規定に基づき、

一般ガス事業者の営業所等において掲示することとなっている。 

また、一部の事業者は、供給計画の概要をホームページ、店頭で積極的に

公表している（別紙３参照）。 

 

    （参考）ガス事業法（抜粋） 

第２５条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度

以降の経済産業省令で定める期間について、ガスの供給計画を作成し、当該年度の開

始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。  

２（略）  

３ 一般ガス事業者は、第１項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、ガスの供給

計画のうち経済産業省令で定める事項を営業所、事務所その他の事業場において、公
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衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。前項の規定による届出をしたと

きも、同様とする。  

４～５（略） 

 

    （参考）ガス事業法施行規則（抜粋） 

第２７条 法第２５条第３項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における

行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他

の経済産業大臣が定める事項とする。  

２（略） 

 

    （参考）供給計画作成等要領（抜粋） 

       第２章 供給計画様式一覧 

様式第一 普及計画 

様式第二 開発地区別等普及計画 

様式第三 需給計画（基本方針、ガスの需給の実績と見通し） 

様式第四 需給計画（ガス生産・購入量の実績と見通し） 

様式第五 需給計画（原料購入・消費・在庫） 

様式第六 ピーク日送出量見通し・ガス生産購入計画 

様式第七 設備計画（ガス発生設備） 

様式第八 設備計画（ガスホルダー） 

様式第九 設備計画（導管） 

様式第十 設備計画（原料貯蔵設備） 

様式第十一 設備計画（製造所等建設予定） 

様式第十二 設備投資計画 

様式第十三 みなし一般ガス事業の連結状況 

様式第十四 熱量変更計画（対象地域等） 

様式第十五 熱量変更計画（基本スケジュール等） 

様式第十六 天然ガス導入計画 

様式第十七 供給計画図 

 

（２）料金、サービスの質等に関する比較対照 

行政においては、前述のとおり、「ガス料金に関する情報公開ページ」にお

いて、一般ガス事業者の料金改定状況、ＬＰガスを含む家庭用ガス料金を比

較可能な形にした一覧表を公表している。また、事業者においては、料金メ

ニューの一覧をホームページで公表している（別紙４参照）。 

 

○一般ガス事業者の料金算定は、共通ルールである一般ガス事業供給約款料金算定

規則に基づき行われるものであるため、他事業者との料金格差の要因については、

料金認可申請書に記載された原価項目を参照することにより可能となる。 
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【調査２：料金の水準・内容の説明】 

原価として認める費用項目やその水準に関する基準（「審査要領※」等）を策定・公

表しているか。（策定・公表済みの場合は、資料をご提出頂き、ご説明ください。仮

に、現在策定・公表されていない場合、これに準ずるものとして、どのような情報を

策定・公表しているか、また、今後の検討の予定について、ご説明ください。） 

※○○○料金分野における審査要領（イメージ） 

・人件費は、従業員 1000 人以上の企業平均値を基本に査定する。 

・普及啓発費（例：広告宣伝費）は、公益的な目的から行う情報提供については、原

価に算入することを認める等 

 

 

○ 原価として認める費用項目及びその算定方法については、一般ガス事業供給約款

料金算定規則において規定している（別紙５参照）。 

 

○ また、料金の認可に当たっては、一般ガス事業供給約款料金審査要領に従って審

査することとしている。当該審査要領においては、営業費等に係る個別査定のほ

か、比較手法であるヤードスティック的査定（類似の一般ガス事業者群ごとにグ

ルーピングを行った上で、同一グループの一般ガス事業者間で比較査定を行う手

法）についての審査方法を定めている（別紙６参照）。 

 

 

 

【調査３：料金妥当性の事後的・継続的検証】 

料金認可及び届出時の料金体系の妥当性を継続的に確保するために実施する、事後

的・継続的な検証について 

（１）料金認可及び届出時の料金水準の根拠となる定量的なデータ（原価、需要予測、

各種前提）について、その算出根拠は明確に公表されているか。（仮に現在公表さ

れていない場合、どのような情報を公表し、料金水準の根拠を説明しているか、ま

た、事後的・継続的検証に資するよう、原則として、規制官庁に提出させることや

対外的に公表することについて、どのように考えているかについてご説明くださ

い。） 

 

 

○ 料金改定時の原価及び諸元については、料金設定、変更時に一般ガス事業者等か

ら提出される料金認可申請書等において記載されており、これらの資料について

は求めに応じて情報公開することとしている。 
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○ また、料金改定時に用いる需要予測については、ガスの供給計画にその数値等が

記載されており、求めに応じて情報公開することとしている。なお、一部の一般

ガス事業者は、供給計画の概要を積極的に公表している 

 

 

（２）料金の妥当性について、定量的なデータを用いた事後的な検証をどのような方

法で行っているか。（確認している具体的な指標、費用項目、経理情報等及びこれ

らの定量的なデータをお示しください。仮に、現在行っていない場合、どのような

情報・方法により、事後的な検証が行われているか、また、今後、定量的なデータ

を用いた事後的な検証について、その検討の予定をご説明ください。） 

 

 

○ 事業者においては、自主的に、財務諸表や計算書類等の会計情報、部門別収支計

算書及び経営効率化計画の達成状況等を踏まえて収支状況の分析・評価を行って

おり、その結果、例えば、大手４社（東京、大阪、東邦、西部）においては、概

ね３年に一回程度、料金改定を行っている。 

 

○ また、行政においては、規制小売料金の妥当性について、総合資源エネルギー調

査会都市熱エネルギー部会報告（平成２１年６月）において、行政が把握する情

報（規制小売部門の料金原価、事業年度ごとの財務諸表、部門別収支等）に基づ

き、定期的評価を実施することとされており、電気料金の事後評価に関する見直

しを踏まえて、詳細を検討中である。 

 

○ 具体的には、①一定期間の長期にわたり料金改定を実施していない一般ガス事業

者等、②規制小売部門において営業赤字が生じている一般ガス事業者等を対象と

して評価を行うこととしている。 

 

（参考）総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会中間とりまとめ（第二次） 

（平成２１年６月）（抜粋） 

（３） 行政における定期的評価について 

○ 行政においては、事業者が行う定期的評価、及び行政として把握する情報（規制小売部

門の料金原価、事業年度ごとの財務諸表、部門別収支等）に基づき、規制小売料金の妥当

性の定期的評価を毎年適切に実施することが必要と考えられる。 

○ 具体的には、一定期間の長期にわたり料金改定を実施していない事業者については、そ

の料金水準がガス供給の実態から離れている可能性があることから、行政においても、把

握情報等を基に、料金改定を実施してこなかった理由、料金改定の予定の有無、予定がな

い場合はその理由や収支見通し等に関する事業者説明の合理性を中心に評価した上で、事

業者の経営の自主性の観点等も踏まえつつ、その評価結果を公表することとすることが適

当である。 
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（注１） 「一定期間」についての考え方 

① 一般ガスについては、大手４社の平均的な料金改定サイクル（約３年）、経営効率化目標

の設定期間（目安として３年）を踏まえ、現状では３年間とすることが考えられる。 

② 簡易ガスについては、料金算定に用いる「標準係数」について３年に１度見直しが行われ

ていること、見直しが行われた場合には新たな係数を用いて料金改定を行うことが望ましい

ことを踏まえ、「直近料金改定時から改定された標準係数が有効である期間」とすることが

考えられる。 

（注２） 評価結果の公表の場としては、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会市場監視

小委員会における報告が考えられる。 

○ また、規制小売部門において営業赤字が生じている事業者については、ガス事業の安定

性、安全性、事業継続性の確保や値上げ認可申請の要否の確認・評価の観点から、営業赤

字の要因・性格（一時的／構造的）、赤字解消の見通し（赤字要因の解消・改善可能性、

料金改定、コスト削減等）に関する事業者説明の合理性を中心に評価した上で、その評価

結果を公表することとすることが適当である。 

○ 上記の方針に基づく評価、評価結果の公表の具体的実施にあたっては、一般ガス・簡易

ガス事業の実態（事業規模や経営形態（公営／私営）の差異、経営状況、他エネルギーと

の競争状況等）、事業者の事務負担や行政コスト等を考慮することが必要である。 

○ なお、変更認可申請命令の具体的な判断が必要となる場合には、上記の定期的評価の結

果や評価過程で得られた情報等も踏まえて判断することが適当である。 

 

 

（３）また、その結果について、対外的にどのように公表しているか。以後の料金認

可及び届出手続きにどのように反映させていくのか。 

 

 

○ 事業者においては、自主的な収支状況の分析・評価の結果、ガス料金の改定が必

要と判断した場合には、適宜、料金改定を実施することにより、経営効率化の成

果を需要家へ還元している。料金改定に当たっては、プレス発表等を通じて対外

的に説明している。 

 

○ 行政が行う規制小売料金の妥当性の定期的評価については、現在、公表の仕方等

につき検討中である。 

 

○ なお、変更認可申請命令の具体的な判断が必要となる場合には、定期的評価の結

果や評価過程で得られた情報等も踏まえて判断することとなる。 

 

 

 

【調査４：料金変更命令等】 

現行の料金水準が適当ではないと判断される場合は、料金改定を命令できるよう

な定量的な基準等の要件が策定されているか。（既に策定されている場合は、それに

ついてご説明ください。仮に、現在策定されていない場合、どのような情報・方法

により、料金改定を命令、促しているか、また、今後、定量的な基準等の要件の策
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定について、その検討の予定をご説明ください。） 

 

 

 

○ ガス事業法第１８条第１項の規定に基づき、経済産業大臣は、供給約款の変更認

可の申請命令を行うことができるとともに、同条第２項の規定に基づき当該命令

をした場合において認可の申請がないときは、供給約款を変更することができる

こととなっている。 

 

    （参考）ガス事業法（抜粋） 

第１８条 経済産業大臣は、ガスの料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動によ

り著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス事業者

に対し、相当の期限を定め、前条第１項の認可を受けた供給約款（同条第４項又は第７項

の規定による変更の届出があったときは、変更後の供給約款）（次項の規定による変更が

あったときは、変更後の供給約款）の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 

２  経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認

可の申請がないときは、供給約款を変更することができる。 

 

○ 当該命令の要件については、同条第１項において、「ガスの料金その他の供給条件

が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があ

ると認めるとき」にできることとされており、更なる定量的な基準を設けることは

困難であるとして、当該要件の考え方については、「ガス事業法の解説」に示して

いるところである。 

 

    （参考）ガス事業法の解説（抜粋） 

「社会的経済的事情の変動」とは、物価が大幅な変動をした場合、需要構成の急変、

例えば、工業用需要が急激に増加し又は減少した場合等をいい、全国的又は広範な地

域にわたる変動のみならず一事業者又は一事業区域内の変動についても適用されるも

のと解する。 

「著しく不適当」とは、周囲の状況から判断を要するので、一概にはいえず、必ず

しも画然たるラインを引くことはできないが、社会通念上相当大幅なガスの料金の変

動要因が生じたようなときをいい、例えばガスの料金については、原料、副産物等の

市況の変動により、常にその算定当時からみれば多少の不一致がみられるような制度

上当然予想される程度では「著しく不適当」とはいえない。 

「公共の利益の増進に支障がある」とは、不適当な状態が一般ガス事業者にとって

は有利であっても、ガスの使用者にとってはガスの料金等が割高で不都合な場合、又

はこれらがあまり安く、一般ガス事業者に過重の負担を強い、そのため設備の拡充や

改善が不可能となり、あるいは保安事項が完全に守られない等一般ガス事業者の事業

の遂行に支障を及ぼす場合などをいう。 
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【調査５：料金認可手続きにおける消費者の参画等】 

（１）料金認可手続の一環として、原則として、公聴会を開催しているか。 

  また、その際には、 

 ・多くの消費者が参加できるような、回数や場所についての設定 

 ・（意見陳述を要請する際には）時間的余裕を伴った、参加通知、関連資料の提供 

 ・意見陳述のみならず、質疑応答の機会の設定 

 ・消費者の利益を代弁できる者（例えば、消費者団体の代表者等）の参加を確保 

 を行っているか。 

 

 

○ ガス事業法第４８条の規定により、ガスの料金に係る認可の処分をしようとする

ときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならないとされている。

 

    （参考）ガス事業法（抜粋） 

第４８条 経済産業大臣は、第３条、第１７条第１項又は第１８条第２項の規定による

処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

 

○ 公聴会の開催については、同法施行規則の規定に基づき、公聴会の期日の２１日

前までに件名、期日、場所及び事案の要旨を告示することとなっているほか、記

者クラブへの資料配付、ホームページへの掲載、地方自治体等の関係機関への資

料送付及び掲示依頼の方法により、広く周知を図ることとしている。 

 

○ また、公聴会を開催するに当たっては、同法施行規則の規定に基づき、必要があ

ると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人（例

えば、消費者団体の代表者）に出席を求めることができるとされている。 

 

    （参考）ガス事業法施行規則（抜粋） 

第１１５条 経済産業大臣又は経済産業局長は、法第４８条の規定により公聴会を開こうとす

るときは、その期日の２１日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を

告示しなければならない。  

２  （略） 

３  公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の１４日前までに、意見の概要を

記載した文書によりその旨を経済産業大臣（経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場

合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長）に届け出なければならない。  

４ （略） 

５  経済産業大臣または経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、

関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。  

６～９ （略） 
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（２）料金改定案を決定する審議会のみならず、実質的な検討を行う研究会、委員会、

ＷＴも、原則として、公開しているか。また、消費者の利益を代弁できる者（例え

ば、消費者団体の代表者等）が構成員となっているか。 

 

 

○ 現行制度上、ガスの料金改定案を決定する際、審議会等を開催するプロセスとは

なっていないが、前述のとおり、公聴会を開催するに当たって、必要があると認

めるときは、消費者団体の代表者といった参考人に出席を求めることができるこ

ととなっている。 

 

 

（３）料金の認可手続等に当たって、事業者から提供されるべき情報に、特に、事業

者の部門別・サービス種類別のセグメント情報、子会社・関連会社との取引（随

意契約に関する情報含む）、関連する商業・不動産業等非本業部門等の連結会計情

報を含めているか。 

 

 

○ 一般ガス事業供給約款料金算定規則において、料金改定を行おうとする一般ガス

事業者は、部門別原価及び小口部門原価に係るサービス原価（供給約款料金原価、

選択約款料金原価）に整理した様式を行政に提出することとなっている。 

 

    （参考）一般ガス事業供給約款料金算定規則（抜粋） 

第１０条 事業者は、機能別原価を別表第４に掲げる項目ごとに、別表第５に掲げる配

分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれ

について求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価

として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第５第４表に整理しなければならない。 

一 小口部門原価  

二 大口・卸供給部門原価  

三 託送供給部門原価 

２（略） 

第１１条 事業者は、第１０条（第１０条の２の規定により減少事業報酬額を算定した

事業者にあっては、第１０条の５）により算定した小口部門原価を、当該小口部門原

価に係る機能別原価ごとに、別表第６に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算

定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値

との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第５第

５表及び第６表に整理しなければならない。  

一 供給約款料金原価  

二 選択約款料金原価 

 

○ また、料金の認可に際して、一般ガス事業供給約款料金審査要領に従い、営業費

等の算定の根拠となる数値その他の必要な説明を求めて審査することとしてお
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り、当該審査の過程で、必要に応じて、子会社・関連会社との取引状況、非本業

部門等の会計情報を入手することが可能となっている。 

 

○ なお、非本業部門等の会計情報については、ガス事業法第２６条の２の規定に基

づき、一般ガス事業者は毎事業年度終了後に部門別収支を行政に提出することと

なっている。 

 

    （参考）ガス事業法（抜粋） 

第２６条の２ 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業

務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。  

一 大口供給に係る業務  

二 一般の需要に応ずるガスの供給に係る業務（前号に掲げるものを除く。）  

三 前２号に掲げる業務以外の業務  

２ 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項

に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しな

ければならない。 

 

 

 

【調査６：経営効率化の促進】 

料金認可及び届出手続きにおいて、どのような方法で、経営効率化の度合いを判

断しているか。また、その結果を、公共料金に、どのように反映しているのか。 

 

 

○ 行政においては、料金認可申請があった場合には、ヤードスティック的査定によ

り、事業者間の経営効率化の度合いを共通の尺度で相対評価し効率化努力目標額

を算定し、小口部門原価から控除することにより、ガス料金に反映させている。

 

○ 事業者においては、経営効率化目標を設定・公表（別紙７参照）するとともに、

その進捗状況についてもホームページ等で公表している。また、料金改定の際に

は、経営効率化の成果及び新たな経営効率化目標を踏まえた上で、これらをガス

料金に反映している。 

 

 

 

【調査７：高齢者等に対する情報提供】 

高齢者、障害者等に対して料金・サービスの内容に関する情報を提供するに当た

り、どのような工夫がされているか。 
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○ 事業者においては、高齢者・障害者等のインターネット等を通じた情報提供が困

難な需要家に対しては、チラシ等による情報提供や、電話・ＦＡＸによる問い合

わせ対応等を実施している。 

 

○ その具体例としては、目の不自由な需要家を対象とした点字版の検針票、各種お

知らせ文書やパンフレット等の発行・配布、耳や言葉の不自由な需要家を対象と

したＦＡＸによる受付サービス等が挙げられる（別紙８参照）。 

 

 

 

【調査８：今後の課題】 

消費者への情報提供の一層の充実が求められているが、ガイドライン等に見直す

べき箇所はあるか。また、情報公開に関する今後の課題、やるべきこととしてどの

ような点が考えられるか。 

 

 

○ 需要家への情報提供については、ガス事業に係る制度改正が行われた場合に必要

な情報提供を行うことは当然ながら、今後とも、需要家ニーズに合致した情報公

開ができるよう、引き続き、適切な情報媒体を通じた積極的な情報公開を行う必

要があると考えている。 

 

 

 

以上
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（別紙１） 

一般ガス事業における情報公開の方法一覧（情報公開ガイドライン抜粋） 
 情報の内容 情報名 情報公開の方法
 
 
 
行 
 
 
政 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①法令として公開され
る情報 

 
 
 
 

 
・ガス事業法施行規則 
・ガス事業会計規則 
・一般ガス事業供給約款料金算定規則 
・ガス事業託送供給約款料金算定規則 
・ガス事業部門別収支計算規則 
・ガス事業託送供給収支計算規則 

・官報、法令集 
（入手が困難な場合、行政への請
求） 

 
 
 

 
②積極的に公開する情
報 

 
 
 
 
 
 

 
・一般ガス事業供給約款料金審査要領 
・一般ガス事業ガス料金算定要領 
・事業者の定める算定方法 
・ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分
に係る審査基準 

・変更命令による処分内容 
・大口需要部門に当期純損失が生じた場合、
事業者名及び純損失額 

・インターネットによる情報発信
・『相談窓口』における資料配布
 
 
 
 
 
 

 
③求めに応じて開示す
る情報 

 
 
 

 
・ガス事業法施行規則、一般ガス事業ガス料
金算定要領等に従って、料金設定、変更時
に事業者から提出された資料等（供給約款
、選択約款、託送供給約款） 

・財務諸表 

・『相談窓口』において、個別対応
 
 
 

 
 
 
事 
 
業 
 
者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②積極的に公開する情
報 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
うち、法令上、公開の
方法が明示される情
報 
 
 
 
 
 
 

 
・各約款 
 （供給約款、選択約款、託送供給約款）

・ガス事業法に基づく方法 
 （公衆の見やすい箇所に掲示）

 
・有価証券報告書（発行事業者のみ） 
 

・金融商品取引法に基づく方法 
 （公衆の縦覧に供す） 

 
・貸借対照表 
・損益計算書（会社法に規定する「大会社」
のみ） 

  
・会社法に基づく方法 
 （公告）  

  
・事業者の定める算定方法に即して算定した
部分の妥当性 

・料金引き下げ原資の配分 
・原価（原資）算定期間設定の理由 
・原価（原資）算定期間を超えても料金改定
を行わない理由 

 
 

（供給約款・託送供給約
款） 
 
 
 
 
 
 

※個々の情報の性質や内容に
応じて、以下のうち各事業者
が最も適切と考える方法を
選択 

・『相談窓口』での資料配付
・新聞・雑誌等による発表 
・インターネットによる情報発信
・パンフレットの配布 
・決算発表時における説明 
・経営効率化目標における説明 
・その他事業者が適当と考える方法
 
 
 
 
 
 

（選択約款） 
 

・選択約款設定の趣旨・目的等
・需要家の意見及び検討状況 

（部門別収支） 
 
 

・大口需要部門に当期純損失が生じた場合、
その理由 

 
（託送収支） 
 
 
 
 
 
 

・託送収支計算書（託送収益明細表）
・託送資産明細書（本支管投資額実績表）
・超過利潤計算書 
・超過利潤累積額管理表 
・導管投資額明細表 
・内部留保相当額管理表 
・事業者の定める算定方法 

 
③求めに応じて開示す
る情報 

 

 
・財務諸表 
※有価証券報告書を作成している事業者
は有価証券報告書 

・会社法上の計算書類 

・『相談窓口』において、個別対応
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（別紙２） 

「ガス料金に関する情報公開ページ」（資源エネルギー庁の例） 
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（別紙２－１） 

一般ガス事業者の料金改定状況（資源エネルギー庁の例） 
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（別紙２－２） 

家庭用ガス料金一覧表（北海道経済産業局の例） 
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（別紙２－３） 

一般ガス事業者の経営効率化目標とその実施状況（資源エネルギー庁（抜粋）の例） 
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（別紙３） 

供給計画の概要（東京ガス（抜粋）の例） 
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 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 22
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（別紙４） 

料金メニューの一覧（東京ガスの例） 
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（別紙５） 

一般ガス事業供給約款料金算定規則（抜粋） 

別表第１（第４条、第５条、第６条、第７条、第２２条関係）  

第１表 

 総原価の分類及び算定方法（営業費等） 

 （１）営業費 

項目 算定方法 

原材料費 

 原料費 

 加熱燃料費 

 補助材料費 

 原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じた

ものとする。 

労務費 

 役員給与 

 給料 

 雑給 

 賞与手当 

 法定福利費 

 厚生福利費 

 退職手当 

 原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な

額とする。 

修繕費  以下により算定するものとする。 

Ａ．基準修繕費（ガスメーター修繕費を除く。） 

  製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものと

する。 

 原価算定期首帳簿原価× 

（原価算定直前２年間の経常修繕費の合計額÷原価算定直前２年間の各事業年度期首帳

簿原価の合計額）×（１２÷事業年度月数） 

  経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原

価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものと

する。 

  なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金

圧縮後のものとする。 

Ｂ．ガスメーター修繕費 

  原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基

礎とする適正な単価を乗じたものとする。 

Ｃ．新設事業者の修繕費は、上記Ａ及びＢにかかわらず、通常予想される経常修繕に要す

る適正な見積額とする。 

租税課金（法人

税及び住民税

のうち法人税割

を除く。） 

Ａ．固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とす

る。 

Ｂ．報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが

確実なものの適正な見積額とする。 

減価償却費  原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資

産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法

により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法の定める

ところによるものとする。ただし、新設事業者にあっては、減価償却費の計算は、定額法によ

るものとする。 
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その他の諸経

費（上記以外の

営業費をいう。） 

 原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。 

関連費の振替  建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建

設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。 

 ただし、簡素合理化方式及び簡易ガス事業転換時方式により総原価の算定を行う場合に

は、関連費の振替は行わないものとする。 

 

（２）営業費以外の項目 

項目 算定方法 

営業外費用 Ａ．株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社

債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。 

Ｂ．雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。 

ガス熱量変更引当

金純増額 

 ガス熱量変更引当金の引当額と取崩し額の適正な見積額の差額とする。 

法人税及び住民税

（法人税割に限

る。） 

 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び

利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法

に定めるところによるものとする。 

 住民税は地方税法に定めるところによるものとする。 
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（別紙６） 

一般ガス事業供給約款料金審査要領（抜粋） 

 

第２章 審査の方法等 

 

第１．供給約款料金原価の算定に関する審査 

 供給約款料金が法第１７条第２項第１号に定める「料金が能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものであること。」を満たすことについての審査は、以下の観点から行うこ

ととする。 

 

 １．総原価の算定に関する審査 

（営業費等） 

（１）営業費等は、営業費等の各項目ごとに、算定規則第４条及び第５条に定める方法に基づき

適正に算定しているか否か、算定根拠が実績及び供給計画等を踏まえて妥当であるか否か、

各項目の額が互いに又はその他の金額との関係において整合的か否か、並びに事業者が適切

な効率化努力を行うことを前提として算定した額であるか否かにつき、算定の根拠となる数

値その他の必要な説明を求めて審査する。この場合において、労務費は、人員の推移等につ

いて説明を求めるものとする。 

 

（事業報酬） 

（２）事業報酬は、以下の観点から審査するものとする。 

① レートベース 

 算定規則第６条第２項に定める方法に基づき適正に算定しているか否か、算定根拠が実

績及び供給計画等を踏まえて妥当であるか否か、各項目の額が互いに又は供給計画及び営

業費等その他の数値との関係において整合的であるか否か、並びに事業者が適切な効率化

努力を行うことを前提として算定した額であるか否かにつき、算定の根拠となる数値その

他の必要な説明を求めて審査する。 

② 事業報酬率 

 算定規則第６条第３項に定める方法に基づき、同規則別表第１第２表の方法により経済

産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いて、適正に算定しているか否かにつ

き、審査する。 

 

（控除項目） 

（３）控除項目は、各項目ごとに、算定規則第７条に定める方法に基づき適正に算定しているか

否か、算定根拠が実績及び供給計画等を踏まえて妥当か否か、各項目の額が互いに又はその

他の金額との関係において整合的か否か、並びに事業者が適切な効率化努力を行うことを前

提として算定した額であるか否かにつき、算定の根拠となる数値その他の必要な説明を求め

て審査するものとする。 

 

（総原価の分類） 

（４）総原価の製造費、供給販売費、一般管理費及びその他費への分類は、営業費の各科目、営

業費等の各項目の発生原因等を踏まえて適切に分類されているか否かにつき、必要な説明を

求めて審査するものとする。 

 

（熱量変更における総原価の算定の特例）       

（５）上記１．（１）から（３）までの規定にかかわらず、次の第３章第２．５．（１）に規定

する場合に該当するものとして申請されたときは、総原価の算定に関する審査については、



 

 

 28

算定規則第４条から第７条までに定める方法に基づき適正に算定しているか否か、各項目の

額が互いに又はその他の金額との関係において整合的であるか否かにつき､必要な説明を求

めて審査するものとする。 

 

 ２．供給約款料金原価の算定に関する審査 

 

（１）総原価の機能別原価への配分は、小口部門、大口・卸供給部門、託送供給部門へ特定すべ

き原価が、適切に配分されているか否か、各部門に配分されている原価の内容とそれを各部

門に特定すべき理由の説明を求めて審査する。 

 

（２）総原価の機能別原価への配分は、算定規則第９条に定める方法に基づき、事業者が機能別

原価を適切に算定しているか否か、算定諸元の算定方法及び算定根拠が妥当か否か、各算定

諸元が互いに整合的か否か並びに配分比の算定方法が適切か否かにつき、算定の根拠となる

数値等の説明を求めて審査するものとする。 

 

（３）機能別原価の部門別原価及び料金種別原価への配分は、算定規則第１０条及び第１１条に

定める方法に基づき、事業者が部門別原価及び料金種別原価を適切に算定しているか否か、

各算定諸元の算定方法及び算定根拠が妥当か否か、各算定諸元が互いに整合的か否か並びに

配分比の算定方法が適切か否かにつき、算定の根拠となる数値その他の必要な説明を求めて

審査するものとする。 

 

 ３．比較査定 

 

（１）別表第１のグループ内の全部の事業者の申請（以下「一斉申請」という。）に係る効率化

努力目標額は、第３章第１．に定めるところにより、当該グループ内の一の事業者の申請（以

下「単独申請」という。）に係る効率化努力目標額は、第３章第２．に定めるところにより、

それぞれ算定するものとする。 

 

（２）上記（１）の規定により算定した効率化努力目標額については、当該効率化努力目標額及

びこれを事業者の算定した小口部門原価から差し引いた額を査定額として事業者に示すもの

とする。   

 

第２．認可料金に関する審査 （略） 

 

第３章 効率化努力目標額の算定 

 

第１．一斉申請に係る効率化努力目標額の算定 

１．グルーピング 

全事業者を①経営形態（私営、公営の別）、②原料及びこれに応じた製造方式、③地

域性の３つのメルクマールを中心に、少数化を回避するため、一部需要構成（需要家件

数）の類似性も勘案し、類似の事業者群ごとにグルーピングを行った上で、同一グルー

プの事業者について、以下に掲げる方法により、効率化への取組み度合いについての比

較を行うものとする。 

なお、上記の考え方に従って行ったグルーピングの内容は、別表第１のとおりとする。 

 

２．比較原価項目群及び比較指標 

比較の対象とする一般ガス事業に係る小口部門原価のうち、原料費、修繕費及び租税
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課金（ 法人税等を含む。）を除く原価項目群を「設備投資関連費用」及び「それ以外

のもの（以下「一般諸経費」という。) 」の二つの原価項目群（以下「比較原価項目群」

という。）に区分し､ガス販売量（大口供給及び卸供給に係るものを除く。）で除した

販売量当たり原価で比較することとする。 

 

（１）設備投資関連費用は、次に掲げるものとする。 

ア．減価償却費 

イ．事業報酬（固定資産に係るものに限る。） 

ウ．供給管費用（消耗品費に計上されるものに限る。） 

エ．賃借料 

オ．固定資産除却費 

カ．控除項目のうち償却費、支払利息等に相当する項目 

 

（２）一般諸経費は、次に掲げるものとする。 

ア．労務費 

イ．諸経費のうち電力料、水道料、消耗品費（供給管費用を除く。）、運賃、旅費交

通費、通信費、保険料、委託作業費、試験研究費、教育費、需要開発費、たな卸減

耗費、貸倒償却、雑費 

ウ．控除項目のうち比較対象除外項目に相当するもの及び設備投資関連費用としたも

の以外のすべての項目 

 

３．比較方法 

比較は、「設備投資関連費用」及び「一般諸経費」の二つの比較原価項目群につき、

次に定めるところにより行うものとする。 

 

（１）水準比較 

事業者ごとの審査後の小口部門原価に占める「設備投資関連費用」及び「一般諸

経費」の二つの比較原価項目群につき、販売量当たり原価を求めてそれぞれグルー

プ内で比較し、点数評価を行うこととする。 

 

（２）変化率比較 

事業者ごとの審査後の小口部門原価に占める「設備投資関連費用」及び｢一般諸経

費」の二つの比較原価項目群につき、販売量当たり原価と直近の料金改定時におけ

る認可原価に占める同比較原価項目群ごとの販売量当たり原価との変化率を求めて

それぞれグループ内で比較し、点数評価を行うこととする。ただし、直近の料金改

定以後の経過期間に差が存する場合には、経過月数を加味することにより同一グル

ープ内の他の事業者との比較において公平を期すよう調整することとする。 

 

（３）補正 

（１）及び（２）の比較については､事業者の経営効率化努力のみによっては解決

し難い特殊要因に関して、次に定めるところにより補正を行うものとする。 

① 個別補正 

ア．大規模投資 

新工場建設や特殊な性格を持つ幹線導管の敷設等に係る投資が、当該投資を除

く過去３か年の平均投資額の４０パーセントを超えることとなる場合には、当該

投資に係る減価償却費について、定率法による減価償却費と定額法による減価償

却費との差額を比較原価項目群からあらかじめ控除するものとする。 
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なお、公営事業者の場合は、減価償却費に加え、当該補正対象設備の取得に要

する資金に係る原価算定期間中の支払利息についても、減価償却費と同一の補正

率により補正を行うものとする。 

イ．熱量変更 

熱量変更事業に係る原価（以下「熱量変更原価」という。）について、標準原

価（過去の需要家１件当たり熱量変更費用の実績を勘案して算定する標準的な原

価水準をいう。）と各事業者の需要家１件当たり熱量変更原価との乖離に応じて

定める以下の補正率によって、熱量変更原価のうち一定の割合を比較原価項目群

からあらかじめ控除するものとする。 

なお、公営事業者の場合は、繰延資産に計上され、起債対象とされた熱量変更

原価に係る原価算定期間中の支払利息についても、同一の補正率により補正を行

うものとする。 

（１件当たり熱量変更原価） （補正率） 

１０３，５００円超７０％ 

９４，５００円超～１０３，５００円以下７５％ 

８５，５００円以上～ ９４，５００円以下８０％ 

（平均的レベル） 

７６，５００円以上～ ８５，５００円未満８５％ 

７６，５００円未満９０％ 

ウ．マイコンメーター 

原価算定期間中に予定しているマイコンメーターの取付件数が当該事業者の全

需要家件数の１０パーセントを超えている場合には、当該超過部分について、当

該事業者の平均的な１個当たりマイコンメーター原価で算定した額を比較原価項

目群からあらかじめ控除するものとする。 

 

② 共通補正 

グループ内のすべての事業者の各比較原価項目群について、次の指標を用いて、

統計分析に基づいた数的な処理（回帰分析）により補正を行うこととし、グループ

別の具体的補正係数は申請後適宜公表するものとする。 

＜設備投資関連費用＞ 

ア．需要構成 

イ．需要原単位 

ウ．需要の伸び 

＜一般諸経費＞ 

ア．需要規模 

イ．需要原単位 

ウ．需要の伸び 

 

（４）点数評価の方法及び分類方法 

事業者間の水準比較及び変化率比較において行う点数評価は、比較原価項目群ごと

に、水準及び変化率について、それぞれ最上位を１００点、最下位を０点とし、その

他は比例法で点数化するものとする。 

その上で、比較原価項目群ごとに、水準比較と変化率比較で得られた点数を合計し、

これに応じてグループ内事業者を次の３つに分類するものとする。 

① 第Ⅰ類（今後､効率化が進んでいくと認められる事業者） 

② 第Ⅱ類（今後､一層の効率化が進められていくことが期待される事業者） 

③ 第Ⅲ類（今後、より一層の効率化が進められていくことが期待される事業者） 
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上記の分類を行うに際し基準となる点数は、グループ内の事業者数に応じ、別表第

２のとおりとする。 

 

４．効率化努力目標額の算定 

効率化努力目標額は、比較原価項目群ごとに算定した上で、これらを合計することに

より算定するものとする。 

その際、比較原価項目群ごとに設定する効率化努力目標額については、次のように算

定するものとする。 

①第Ⅰ類：０円とする 

②第Ⅱ類：一層の経営効率化努力を促す観点から、補正後の比較原価項目群に対し適正

な一定の比率を乗じて算定するものとする。 

③第Ⅲ類：より一層の経営効率化努力を促す観点から、補正後の比較原価項目群に対し

適正な一定の比率（第Ⅱ類よりも大きな率）を乗じて算定するものとする。 

なお、この適正な一定の比率については、当面、第Ⅱ類については０．５

パーセント、第Ⅲ類については１パーセントとする。 

 

５．効率化努力目標額の小口部門原価からの控除及び添付書類の補正の指示 

上記４．により第Ⅱ類又は第Ⅲ類の評価をした事業者に対しては、算定規則様式第５

第５表の小口部門原価整理表の小口部門原価の下に効率化努力目標額の欄を設け、第Ⅱ

類又は第Ⅲ類の評価に相当する額を記載すること、並びに様式第５第６表及び様式第６

を作成することを指示するものとする。 

 

第２ 単独申請に係る効率化努力目標額の算定 （略） 
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（別紙７） 

経営効率化目標（東京ガス（平成２４年１２月）の例） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33

（別紙８） 

点字版検針票・料金改定のチラシ（東京ガスの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（それぞれＡ４版） 
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（Ａ４版見開き） 

 


